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 2022 年 5 月中旬から、ベトナムにおいて越境広告サービスを提供する外国企業は、ウェブサイトの所有者と協力してベトナム

において広告を提供する前に、広告表示を禁止されているウェブサイトを掲載した公式政府リストを確認することができる。当該

一覧にはこちら(Link)からアクセスすることができ、今後、情報通信省によってさらにアップデートされることがある。 
 
 現行のベトナム広告法では、「ベトナムにおける越境広告サービスの提供」とは、外国の団体や個人が、ベトナム国内の利用者

に対して、ベトナム国外に所在するウェブサイトや機器システムから広告サービスを提供し、ベトナムで収益が発生することを意

味する。越境広告サービスを提供する外国企業は、とりわけ、広告、サイバーセキュリティ及び管理、並びにインターネットサービ

スの供給及び利用に関するベトナムの法律を遵守しなければならない。そのうち、広告サービス提供者、広告出版者及び広告主

は、ウェブサイト所有者のウェブサイトが法令に違反し、情報通信省のポータルに掲載されている場合には、広告表示に関して当

該ウェブサイト所有者と協力することができないとされている。これらの規定によれば、当該要件を遵守するためには、ベトナムの

聴衆向けの広告をウェブサイトに掲載することを希望する外国の広告サービス提供者を含む、すべての利害関係者は、広告の公

表前に、情報通信省のポータル上でパブリックリサーチを実施し、当該ウェブサイトが掲載されているかどうかを確認しなければ

ならない。 
 
 情報通信省は、当該要件の遵守を促進するため、2022 年 5 月中旬、ベトナム法違反により広告配信が禁止された最初の 25
のウェブサイトを公表した。これらのウェブサイトへのアクセスは、現在、情報通信省及びその他の関係当局によって妨げられて

いる。 
 
 そのため、越境広告サービス提供者を含むベトナムでの広告に従事するすべての個人及び事業体は、総務省のポータル上の

ウェブサイトの一覧を常に把握し、そのようなウェブサイトとの広告に関する協力を避けるべきである。 
 

 
  

当事務所では、クライアントの皆様のビジネスニーズに即応すべく、弁護士等が各分野で時宜にかなったトピックを解説したニューズレターを執筆し、

随時発行しております。N&A ニューズレター購読をご希望の方は N&A ニューズレター 配信申込・変更フォームよりお手続きをお願いいたします。 
また、バックナンバーはこちらに掲載しておりますので、あわせてご覧ください。 
 
本ニューズレターはリーガルアドバイスを目的とするものではなく、個別の案件については当該案件の個別の状況に応じ、日本法または現地法弁護

士の適切なアドバイスを求めていただく必要があります。また、本稿に記載の見解は執筆担当者の個人的見解であり、当事務所または当事務所の

クライアントの見解ではありません。 
 
西村あさひ法律事務所 広報室 E-mail  

アジアニューズレター 
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